
白 浜 町 簡 易 水 道 事 業

特 別 会 計 予 算

令和７年度
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　（総　則）

　（業務の予定量）

　（収益的収入及び支出）

　（資本的収入及び支出）

　第１款　資本的支出

　　第１項　建設改良費

　　第２項　企業債償還金

　（１）給水戸数

　（２）年間総給水量

　（３）１日平均給水量

　第１款　簡易水道事業収益

収　　　入

　　第１項　営業収益

　　第２項　営業外収益

支　　　出

　第１款　簡易水道事業費用

　　第１項　営業費用

　　第２項　営業外費用

　　第３項　予備費

　第１款　資本的収入

　　第１項　他会計出資金

収　　　入

支　　　出

52,310千円

10,419千円

41,891千円

52,310千円

46,605千円

4,705千円

12,208千円

23千円

6,205千円

6,205千円

12,231千円

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

　に対して不足する額6,026千円は、当年度分損益勘定留保資金6,026千円で補てんするものと

　する。）。

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

令 和 ７ 年 度 白 浜 町 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

464戸

1,000千円

98,435㎥

270㎥

第１条　令和７年度白浜町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
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　（一時借入金）

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　（他会計からの補助金）

　（たな卸資産購入限度額）

第５条　一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又

　はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　（１）営業費用と営業外費用との相互の流用

白浜町長　大江　康弘　

令和７年３月４日提出　

15,207千円　（１）職員給与費

第８条　簡易水道事業に助成するために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

　39,018千円である。

第９条　たな卸資産の購入限度額は、23千円と定める。
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収益的収入及び支出

　　収　　入

1.

1.

1.

2.

3.

2.

1.

2.

3.

4.

　　支　　出

1.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

2.

1.

2.

3.

1.

営業外費用

予備費

簡易水道

事業費用

簡易水道

事業収益 営業収益

営業外収益

営業費用

41,891

8,406

52,310

款 項 目 予　定　額

単位：千円

1

21

2,851

18

備　考

令和 7年度白浜町簡易水道事業特別会計予算実施計画

款 項 目 予　定　額 備　考

52,310

10,419

10,400

39,018

1

給水収益

受託給水工事収益

その他営業収益

他会計補助金

口径別分担金

長期前受金戻入

雑収益

原水及び浄水費

配水及び給水費

業務費

総係費

減価償却費

1,000

14,354

消費税及び
地方消費税

1,256

4,705

支払利息及び
企業債取扱諸費

12,772

9,817

4,405

300

46,605

1,000予備費
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資本的収入及び支出

　　収　　入

1.

1.

1.

　　支　　出

1.

1.

1.

2.

1.

款 項 目 予　定　額

12,231

資本的

他会計出資金

款 項

単位：千円

備　考目 予　定　額

6,205

備　考

6,205他会計出資金

6,205

企業債償還金 12,208

資本的

支出 建設改良費 23

建設改良費 23

12,208企業債償還金
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

計 10,419 11,181 △ 762 

そ の 他 営 業 収 益 18 18 0 

受 託 給 水 工 事 収 益 1 1

営業収益

令　和　7　年　度　白　浜　町　簡　易　水　道　事　業

前　年　度 比　　較

0 

11,162 △ 762 給 水 収 益

目 本　年　度

　（款） 簡易水道事業収益 （項）

10,400

　（款） 簡易水道事業収益 （項） 営業外収益

口 径 別 分 担 金 21 21 0 

他 会 計 補 助 金 39,018 35,213 3,805 

計 41,891 39,345 2,546 

長 期 前 受 金 戻 入 2,851 4,110 △ 1,259 

雑 収 益 1 1 0 

　（款） 簡易水道事業費用 （項） 営業費用

配 水 及 び 給 水 費 14,354 11,941 2,413 

原 水 及 び 浄 水 費 8,406 10,406 △ 2,000 
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1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

18

金　　額
説 明

節

39,018

89

薬 品 費 400 滅菌薬品費

手 数 料 7,006

修 繕 料 1,000

水質検査及び職員検便手数料

施設等修繕料

2,782

期末手当 384

受 託 給 水 工 事 収 益 1

手 数 料

特　別　会　計　予　算　基　礎　資　料

水 道 料 金

区　　　分

単位：千円

10,400

口 径 別 分 担 金 21

他 会 計 補 助 金

補助交付金長 期前 受金 戻入 2,642

32

4

負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入

補 償 金 長 期 前 受 金 戻 入

国庫補助金長 期前 受金 戻入

県 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入

84

そ の 他 雑 収 益 1

給 料

法 定 福 利 費 787

手 当 1,518 93通勤手当

職員給料

公務災害保険料 12

職員共済組合負担金 775

勤勉手当 322

超過勤務手当 200

住宅手当 324

市町村総合事務組合負担金 195

光 熱 水 費 350 配水池電灯料

通 信 運 搬 費 63 施設異常通報装置電話料

備 消 耗 品 費 20 作業用消耗品費等

燃 料 費 50 車両燃料費

委 託 料 2,800 施設管理委託料

賃 借 料 323 配水管布設敷地借地料等
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3.

4.

5.

1.

2.

1,256 1,214 42 

（項） 営業外費用

減 価 償 却 費 12,772 14,030 △ 1,258 

計 38,199 35,499 2,700 

1,084

企 業 債 取 扱 諸 費

消費税及び地方消費税 300 300

目 本　年　度 前　年　度 比　　較

0 

支 払 利 息 及 び 4,405 3,321 1,084 

　（款） 簡易水道事業費用

計 4,705 3,621

総 係 費 9,817 8,314 1,503 

業 務 費

　（款） 簡易水道事業費用 （項） 営業費用
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

1.

2.

1.

市町村総合事務組合負担金 294

給配水管修繕料等

動 力 費 2,800 配水池ポンプ電力料

工 事 請 負 費 1,000 給水管布設替工事費

単位：千円

賞与引当金繰入額

法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 72 法定福利費引当金繰入額

材 料 費 400 漏水修理用諸材料費

保 険 料 25 損害保険料

口座振替手数料等

50 納付書等印刷代

通 信 運 搬 費 50 納付書等郵送料

印 刷 製 本 費

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ会計年度任用職員給料

説 明

法 定 福 利 費 1,471 職員共済組合負担金 1,309

超過勤務手当 200

通勤手当 42

期末手当 704

勤勉手当 592

4,191 職員給料

手 当 2,030 扶養手当 198

給 料

検針委託料等

手 数 料 350

社会保険料負担金 109

雇用保険料 44

旅 費 58 職員出張旅費等

公務災害保険料 9

法定福利費引当金繰入額

賃 借 料 5 有料道路通行料等

賞 与 引 当 金 繰 入 額 834 賞与引当金繰入額

備 消 耗 品 費 20 事務用消耗品費等

印 刷 製 本 費 50 予算書・決算書印刷代

法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 155

企 業 債 利 息

12,772有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 構築物減価償却費 10,607

機械及び装置減価償却費 1,931

工具器具備品減価償却費 234

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 300

4,391

一 時 借 入 金 利 息 14

節

区　　　分 金　　額

報 酬 1,003

委 託 料 806

賞 与 引 当 金 繰 入 額 364

修 繕 料 1,000
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1.

1.

1.

1.

他会計出資金

4,966 1,239 

他 会 計 出 資 金 6,205 4,966 1,239 

予 備 費 1,000 1,000 0 

　（款） 簡易水道事業費用 （項） 予備費

目 本　年　度 前　年　度 比　　較

　（款） 資本的支出 （項） 建設改良費

計 1,000 1,000 0

　（款） 資本的収入 （項）

計 6,205

計 12,208 9,886 2,322

企 業 債 償 還 金 12,208 9,886 2,322 

建 設 改 良 費 23 42,223

　（款） 資本的支出 （項） 企業債償還金

△ 42,200 

計 23 42,223 △ 42,200 
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1.

1.

1.

1.

他 会 計 出 資 金 6,205

予 備 費

単位：千円

節
説 明

区　　　分

12,208企 業 債 償 還 金

金　　額

1,000

量 水 器 購 入 費 23 量水器購入費
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　ア　会計年度任用職員以外の職員

（１）総　括

△ 343 0
比 較

2
前 年 度

5,835 3,567 9,402 

本 年 度
2 2,211 

80 

本年度

198 

区 分

1,461 489 

409 

市町村総
合事務組
合負担金

児童手当

0 

合 計

超過勤務 管 理 職

単位：千円

2,110 

　職員数における（　）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

手　当
の内訳

本年度

前年度

比 較

1,798 

（千円）

15,207

手 当

334 

1,739 

400 

198 

4,746 6,973 1,003 12,722

特殊勤務

135 324 

計

（千円）

手 当

（千円）

給 料

（千円）

報 酬

（千円）

職 員 数

前年度 1,176 

本 年 度

区 分 特別職

(1)

(1)

2

0

(0)

2

手　当
の内訳

区 分

区 分

職 員 数

（人） （人）

特別職 一般職

（人）

一般職

（人）

勤勉手当

前 年 度

比 較

扶養手当

比 較 285 

0 1,405 

10,612

174 324 

889

114 

通勤手当 住宅手当
手 当 手 当

400 

3,888 

858 

5,835 

1,138 

給 与 費

給　与　費　明　細　書

期末手当

法 定
福 利 費

（千円）

2,485 

2,797 

△ 312 

0 

13,409

△ 39 

給 与 費 法 定
合 計

報 酬 給 料 手 当 計 福 利 費

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）（千円）

6,973 4,380 11,353 13,564 

11,956 2,554 

1,138 813 1,951 1,608 
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　イ　会計年度任用職員

114 45 159 31 

　職員数における（　）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

比 較 24 21 

前年度

199 167 本年度

通勤手当

手　当
の内訳

区 分
超過勤務
手 当

期末手当 勤勉手当

175 

勤勉手当

190 

本 年 度
(1)

243 

274 

（千円） （千円） （千円） （千円）

前 年 度
(1)

区 分 一般職

（千円）

職員数

比 較 264 80 

前年度 1,030 409 

本年度 1,294 489 

前年度 0 174 324 

市町村総
児童手当合事務組

合負担金

本年度 198 135 324 400 

単位：千円

手　当
の内訳

区 分 扶養手当 通勤手当 住宅手当
特殊勤務

比 較 198 △ 39 0 

比 較
(0)

（人）

手　当
の内訳

区 分

期末手当

1,540 

1,230 

310 

超過勤務 管 理 職
手 当 手 当 手 当

0 

400 

給 与 費 法 定
合 計

報 酬 給 料 手 当 計 福 利 費

1,003 366 1,369 1,643 

（千円）

889 321 1,210 1,453 

146 

合事務組
合負担金

市町村総

単位：千円
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（２）給料及び手当の増減額の明細

（３）給料及び手当の状況

ア　職員1人当たり給与

イ　初任給

0人 0人

本年度

前年度

比　較

2人

2人

0人

0人 2人

0人

単位：千円

平均給料月額（円）

一般行政職

289,400

316,720

増減分

38.0

240,600

期末手当 支給月額0.05引き上げ制度改正に伴う 68

勤勉手当 支給月額0.05引き上げ

給与改定率

給与改定実施時期

平均昇給率 0.27%

職員数の異動状況

一般行政職

188,000

220,000

1,138

増減分

昇給に伴う

増加分

区　　分

高校卒（円）

大学卒（円）

増減分

その他の

給　料

手　当 813

274

745

区　分 増減額

令和6年4月1日現在 平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

令和7年4月1日見込

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

区　　　　　　　分

増減分

その他の 848

261,335

29.0

説　明増減事由別内訳

16

2人

給与改定に伴う

備　　　考

4.68%

令和6年4月1日

（現に在職する職員数） 計その他
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ウ　級別職員数

エ　昇給

オ　特殊勤務手当

区　　分
職員数（人）

一般行政職

（級別の基準となる職務）

令和6年4月1日現在

令和7年4月1日見込

６級

構成比（％）

一般行政職

６級

級

５級

２級

１級

計

1 50.0

４級

３級

1 50.0

2 100.0

主 事 ・ 技 師

50.0

2 100.0

１級

計

1 50.0３級

２級

1

１級

５級

４級

２級

課 長

副 課 長

係 長

主 任

主 査

区　分

６級

５級

４級

３級

職 員 数 （Ａ） （人） 2

昇給に係る職員数 （Ｂ） （人） 2

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （％） 100.0

（人） 2

６号給 （人）

号 給 数 別 内 訳

２号給 （人）

４号給

一般行政職区　　　　　分

（Ｂ）

２号給 （人）

本

年

度

2

４号給

（人）昇給に係る職員数

職 員 数

2

（人）

６号給 （人）

号 給 数 別 内 訳

（％）比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ）

1

1

100.0

（人）

（Ａ）

前

年

度

－

－

区　　　　　分

支給対象職員の比率（％）
（令和7年４月１日現在）

支給対象職員１人当たり
平均支給月額（円）

一般行政職

給料総額に対する比率（％）

代表的な特殊勤務手当の名称

－

－
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カ　期末手当・勤勉手当

キ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

ク　その他の手当

通勤距離により
2,000円～21,600円の範囲

差 異 の 内 容国 の 制 度 と の 異 同

月額1,000円（新築・購入した場合は、
取得後５年に限り1,500円を加算）

扶 養 手 当 同

住 宅 手 当

通 勤 手 当

同（但し自ら所有に係る住宅は異）

同（但し交通用具利用者は異）

区 分

定年前早期退職
特 例 措 置
（3％～45％加算）

備 考

特 例 措 置
（2％～20％加算）

そ の 他 の
加算措置等

定年前早期退職
支給率等

国の制度
(支給率等)

24.586875 33.27075 47.70900

24.586875 33.27075

47.70900

20年勤続の者

（月分）

25年勤続の者35年勤続の者最 高 限 度

（月分） （月分） （月分）
区 分

47.70900 47.70900

有

有

有

備 考

2.250

2.300

2.300

2.250

2.300

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

4.600

4.500

4.600

１２月（月分）

支 給 期 別 支 給 率

2.300

（月分）

国 の 制 度

６月（月分）

前 年 度

区 分

本 年 度

支給率計
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１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益

減価償却費

固定資産除却費

賞与引当金の増減額（△は減少）

法定福利費引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

支払利息

未収金の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

小計

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー　①

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

分担金及び負担金による収入

移設工事補償金による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー　②

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

他会計からの出資による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー　③

４　資金に係る換算差額

５　資金増加額（又は減少額）　①＋②＋③

６　資金期首残高

７　資金期末残高

1,726,749

13,984,759

330,477

64,945

16,954,653

1,526

23,408,921

0

△ 35,228,000

39,000,000

△ 9,885,586

4,966,000

令和６年度白浜町簡易水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書（前年度分）

（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

34,080,414

0

6,454,268

10,888,379

△ 3,286,525

7,601,854

△ 35,228,000

0

△ 4,102,647

3,286,525

△ 3,231,506

△ 384,545

△ 787,904

円
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１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益

減価償却費

賞与引当金の増減額（△は減少）

法定福利費引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

支払利息

未収金の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

小計

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー　①

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー　②

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

他会計からの出資による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー　③

４　資金に係る換算差額

５　資金増加額（又は減少額）　①＋②＋③

６　資金期首残高

７　資金期末残高

令和７年度白浜町簡易水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）

円

11,288,980

274,509

12,772,000

931,000

174,000

△ 2,851,000

4,405,000

7,620

△ 20,909

1,760

15,693,980

△ 4,405,000

28,694,901

0

0

0

△ 12,208,000

6,205,000

△ 6,003,000

0

5,285,980

23,408,921
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前 年 度 未 処 理 欠 損 金 34,593,630

円 円

そ の 他 営 業 収 益 17,274 10,164,547

（３） 業 務 費 1,103,635

（４） 総 係 費 9,294,420

（５） 減 価 償 却 費 13,984,759

令和６年度白浜町簡易水道事業特別会計予定損益計算書（前年度分）

１

10,147,273

円

（２） 配 水 及 び 給 水 費 10,587,697

営 業 収 益

２ 営 業 費 用

（１） 原 水 及 び 浄 水 費 9,462,522

（１）

（２）

給 水 収 益

営 業 損 失 34,270,012

３ 営 業 外 収 益

（６） 資 産 減 耗 費 1,526 44,434,559

営 業 外 費 用

（１） 他 会 計 補 助 金 36,126,000

（２） 口 径 別 分 担 金 19,091

1,726,749

６ 特 別 損 失

（１） 支 払 利 息 3,286,525

（３） 長 期 前 受 金 戻 入 4,102,647

（２） そ の 他 営 業 外 費 用 976,312 4,262,837 35,996,761

（４） 雑 収 益 11,860 40,259,598

４

５ 特 別 利 益
（１） 過 年 度 損 益 修 正 益 0 0

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

1,726,749

32,866,881

（１） そ の 他 特 別 損 失 0 0 0

当 年 度 純 利 益

経 常 利 益
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減 価 償 却 累 計 額

483,728,717

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

37,925,671

394,333

（１）現 金 預 金 23,408,921

（２）未 収 金 14,122,417

工具器具及び 備品 3,033,492

△ 4,590,972 29,760,071減 価 償 却 累 計 額

△ 20,760,274 407,958,654

機 械 及 び 装 置 34,351,043

0 928,418減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

428,718,928

資　　産　　の　　部

土 地

ロ 建 物 928,418

円

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産（１）

構 築 物

（３）貯 蔵 品

固 定 資 産 合 計

２ 流 動 資 産

445,803,046

有 形 固 定 資 産 合 計

ホ

445,803,046

△ 105,020 2,928,472

ヘ 建 設 仮 勘 定 0

イ 4,227,431

令和６年度白浜町簡易水道事業特別会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和７年３月３１日）

円 円 円

１

ニ

ハ
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当 年 度 未 処 理

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

△ 20,072,450

483,728,717

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

欠 損 金
イ

32,866,881

△ 28,639,450

32,866,881

（２）利 益 剰 余 金

（１）資 本 剰 余 金 4,227,431

資 本 金 合 計 8,567,000

７ 剰 余 金

（１）出 資 金 8,567,000

円 円 円 円

６ 資 本 金

負 債 合 計 503,801,167

資　　本　　の　　部

13,524,034

72,369,459繰 延 収 益 合 計

収 益 化 累 計 額
（２）

△ 8,206,526

80,575,985

12,207,654

1,172,670

143,710

長 期 前 受 金

流 動 負 債 合 計

５ 繰 延 収 益

（１）長 期 前 受 金

（２）引 当 金

（３）未 払 金

（１）企 業 債

417,907,674

固 定 負 債 合 計

４ 流 動 負 債

（１）企 業 債

417,907,674

負　　債　　の　　部

円 円 円 円

固 定 負 債３
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固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

Ⅰ．

１

２

（１）

３～１５年

５０年

４０年

１５年

工具、器具及び備品

機械及び装置

・主な耐用年数

建物

　該当事項なし

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品　先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

４

（１）

本町は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、簡易水道事業会計は、当該組
合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間で「退職手当給付金に関する覚
書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計に
おいて措置することとなっているため、簡易水道事業会計においては退職給付引当金
を計上せず、一般負担金拠出時に費用負担処理を行っている。

（２）

引当金の計算方法３

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上して
いる。

・減価償却の方法　　定額法による。

　重要な非資金取引

　　該当事項なし

構築物

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

貸倒引当金

法定福利費引当金

賞与引当金

退職給付引当金

消費税及び地方消費税の会計処理

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づ
き、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（３）

賞与引当金に係る法定福利費を、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業
年度の負担に属する額を計上している。

（４）

注　　記　　表（前年度分）

重要な会計方針

Ⅱ． 予定キャッシュ・フロー計算書等関連
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Ⅲ． 予定貸借対照表等関連

　該当事項なし

（２）法定福利費引当金の取崩し

（３）貸倒引当金の取崩し

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に
償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は
226,594,299円である。

２ 引当金の取崩し

（１）賞与引当金の取崩し

令和６年６月に、令和５年12月分から令和６年３月分までの賞与を支給することにな
るため、賞与引当金を取り崩す。

令和６年６月に、令和５年12月分から令和６年３月分までの法定福利費を支給するこ
とになるため、法定福利費引当金を取り崩す。

該当事項なし

Ⅳ． その他の注記
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流 動 資 産 合 計 43,224,940

資 産 合 計 476,255,986

（３）貯 蔵 品 415,242

28,694,901

（２）未 収 金 14,114,797

２ 流 動 資 産

（１）現 金 預 金

433,031,046固 定 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産 合 計 433,031,046

△ 339,020 2,694,472減 価 償 却 累 計 額

ホ 工具器具及び 備品 3,033,492

△ 6,521,972 27,829,071減 価 償 却 累 計 額

ニ 機 械 及 び 装 置 34,351,043

△ 31,367,274 397,351,654減 価 償 却 累 計 額

0 928,418

ハ 構 築 物 428,718,928

減 価 償 却 累 計 額

ロ 建 物 928,418

イ 土 地 4,227,431

１ 固 定 資 産

（１）有 形 固 定 資 産

令和７年度白浜町簡易水道事業特別会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和８年３月３１日）

資　　産　　の　　部

円 円 円 円
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負 債 資 本 合 計 476,255,986

剰 余 金 合 計 △ 28,364,941

資 本 合 計 △ 13,592,941

利 益 剰 余 金 合 計 32,592,372

イ
当 年 度 未 処 理

欠 損 金 32,592,372

（２）利 益 剰 余 金

（１）資 本 剰 余 金 4,227,431

資 本 金 合 計 14,772,000

７ 剰 余 金

（１）出 資 金 14,772,000

円 円 円 円

６ 資 本 金

負 債 合 計 489,848,927

資　　本　　の　　部

繰 延 収 益 合 計 69,518,459

△ 11,057,526
（２）

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

（１）長 期 前 受 金 80,575,985

流 動 負 債 合 計 17,295,931

５ 繰 延 収 益

（３）未 払 金 145,470

（２）引 当 金 2,277,670

（１）企 業 債 14,872,791

固 定 負 債 合 計 403,034,537

４ 流 動 負 債

（１）企 業 債 403,034,537

負　　債　　の　　部

円 円 円 円

３ 固 定 負 債
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固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

・主な耐用年数

注　　記　　表（当年度分）

Ⅰ． 重要な会計方針

　該当事項なし

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品　先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２

（１）

・減価償却の方法　　定額法による。

建物 ５０年

構築物 ４０年

機械及び装置 １５年

工具、器具及び備品 ３～１５年

３ 引当金の計算方法

（１）退職給付引当金

本町は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、簡易水道事業会計は、当該組
合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間で「退職手当給付金に関する覚
書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計に
おいて措置することとなっているため、簡易水道事業会計においては退職給付引当金
を計上せず、一般負担金拠出時に費用負担処理を行っている。

（２）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づ
き、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（３）法定福利費引当金

賞与引当金に係る法定福利費を、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業
年度の負担に属する額を計上している。

（４）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上して
いる。

４ 消費税及び地方消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ． 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

　重要な非資金取引

　　該当事項なし
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（１）賞与引当金の取崩し

Ⅲ． 予定貸借対照表等関連

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に
償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は
220,389,594円である。

２ 引当金の取崩し

該当事項なし

Ⅳ． その他の注記

　該当事項なし

令和７年６月に、令和６年12月分から令和７年３月分までの賞与を支給することにな
るため、賞与引当金を取り崩す。

令和７年６月に、令和６年12月分から令和７年３月分までの法定福利費を支給するこ
とになるため、法定福利費引当金を取り崩す。

（２）法定福利費引当金の取崩し

（３）貸倒引当金の取崩し
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